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基 本 計 画 
 

第１章 政策展開の基本方向 

  １ 人が輝くいばらきづくり 

   ２ 活力あるいばらきづくり 

   ３ 住みよいいばらきづくり 

第２章 地域づくりの基本方向 
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基本計画策定の趣旨 

  基本計画は，第１部で示した『いばらきの目指す姿』の実現に向け，平成 32（2020）

年度までの５年間における基本的な方向や具体的な取組などを示すものであり，推進す

べき政策や施策，取組などを，３つの目標別に整理した『政策展開の基本方向』，各地域

の特性と課題に対応して地域づくりの考え方などを整理した『地域づくりの基本方向』

の２つの章で構成しています。 

 

基本計画の構成 

●政策展開の基本方向（第１章） 

 

【趣 旨】 

政策展開の基本方向は，『いばらきの目指す姿』で示した『３つの目標』に対応する

政策分野のもとに，今後５年間に着実に推進すべき施策や取組などを体系的に整理し

たものです。 
 
【構 成】 

『３つの目標』のもとに，合計 12 の「政策」を置き，現状と課題を整理した上で，

「政策」を構成する合計 56 の「施策」を設けています。 

各政策では，平成 62（2050）年を見通した目指すべき「将来像」や「現状と課題」，

「県民の意見」を示すとともに，将来像の実現に向けた「政策を構成する施策」を整

理しています。 

各施策では，今後５年間の県の「主な取組」と所管する担当部局庁を示すとともに，

みんなで“いばらきづくり”に取り組むため，「各主体に期待される役割」を示してお

ります。 

また，政策や施策の目指すべき水準をわかりやすく示すため，合計１９２項目の数

値目標を設定し，政策や施策の成果等を毎年度分析・評価する基準とするとともに，

施策や事業の改善にも活用します。 

 
●地域づくりの基本方向（第２章） 

 

【趣 旨】 

地域づくりの基本方向は，『いばらきの目指す姿』や『政策展開の基本方向』を踏ま

え，それぞれの地域特性に応じて，各地域において今後５年間に重点的に取り組むべ

き地域づくりの基本的な考えや方向などを示すものです。 
 
【構 成】 

「目指すべき地域の姿」と「地域づくりを推進していくための視点」を整理した上

で，県土を６つの地域に区分し，それぞれの「将来像と主な取組」を示しています。 


